
平
成
二
十
九
年
六
月
八
日
提
出

質

問

第

三

七

四

号

学
校
法
人
森
友
学
園
へ
の
国
有
財
産
の
売
却
に
係
る
行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
起
算
日
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

篠

原

�

374



学
校
法
人
森
友
学
園
へ
の
国
有
財
産
の
売
却
に
係
る
行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
起
算
日
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

財
務
省
行
政
文
書
管
理
規
則
に
よ
れ
ば
、
財
務
省
に
お
け
る
行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
起
算
日
は
原
則
と
し
て
文
書
作
成

取
得
日
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
と
い
う
の
は
事
実
か
。

二

学
校
法
人
森
友
学
園
へ
の
国
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
連
の
行
政
文
書
は
、
こ
の
原
則
に
基
づ
き
、
保
存
期
間
の
起
算
日

が
翌
年
度
四
月
一
日
と
な
っ
て
い
る
の
か
。

三

学
校
法
人
森
友
学
園
へ
の
国
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
連
の
行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
起
算
日
が
仮
に
翌
年
度
四
月
一
日

で
は
な
い
場
合
、
な
ぜ
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
に
つ
い
て
保
存
期
間
の
起
算
日
を
翌
年
度
四
月
一
日
と
し
な
か
っ
た
の
か
。
文
書

管
理
者
が
「
行
政
文
書
の
適
切
な
管
理
に
資
す
る
」
と
認
め
た
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

学
校
法
人
森
友
学
園
へ
の
国
有
財
産
の
売
却
に
係
る
一
連
の
行
政
文
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
管
理
者
の
官
職
氏

名
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

五

財
務
省
に
お
い
て
、
行
政
文
書
の
保
存
期
間
の
起
算
日
を
翌
年
度
四
月
一
日
と
し
な
い
こ
と
と
す
る
一
定
の
基
準
を
明
記

し
た
文
書
は
あ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。


